
 

〇神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行規則  

令和２年３月 31日  

神戸市規則第 69号  

改正  令和５年３月 31日規則第 76号  

目次  

 第１章  総則（第１条・第２条）  

 第２章  神戸オフィスビル建設促進ゾーン（第３条・第４条）  

 第３章  神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン（第５条－第 12

条）  

 第４章  雑則（第 13条・第 14条）  

 附則  

   第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は，神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

（令和２年３月条例第 46号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（条例第２条第１号に規定する指定の要件）  

第２条  条例第２条第１号アに規定する指定は，広範囲をサービスの対象とす

る広域型都市機能を維持させ，充実させ，及び強化させる地域であることを

要件とする。  

２  条例第２条第１号イに規定する指定は，都心の商業地域において，多様な

都市機能の集積をすべき地域であることを要件とする。  

３  条例第２条第１号ウに規定する指定は，次に掲げる要件のすべてを満たす

地域であることを要件とする。  

(1)  高速自動車国道，空港その他の高速輸送に係る多様な施設の利用が容易

であり，又は容易となることが確実であると見込まれること。  

(2)  都市機能が集積する地域又はその周辺の地域であり，既存の都市機能と

有機的な連携が図られること。  



(3)  情報及び通信に係る基盤施設が現在整備されており， 又は早期に整備さ

れることが確実であると認められること。  

(4)  特定事業の集積のための一団の大規模な土地の確保が容易であること。  

４  条例第２条第１号エの規定による指定は，次に掲げる要件のすべてを満たす

地域であることを要件とする。  

(1)  外国企業等による投資が行われ，又は行われると見込まれること。  

(2)  国際経済事業に必要な都市機能が集積し，又は集積することが確実と見

込まれること。  

(3)  国際経済事業の集積のための一団の土地の確保が容易であること。  

第２章  神戸オフィスビル建設促進ゾーン  

（条例第３条第４項第８号に規定する規則で定めるもの）  

第３条  条例第３条第４項第８号の規則で定めるものは，次の各号のいずれに

も該当するものとする。  

(1) 都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）第 21条第１項の規定により

国土交通大臣より民間都市再生事業計画の認定を受けていないもの  

(2) その他市長が必要があると認める要件を満たすもの  

（条例第 10条の規定による申告書等）  

第４条  条例第 10条の規定による申告書の様式は，様式第１号によるものとす

る。  

２  前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければなら

ない。  

第３章  神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン  

（条例第 15条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第５条  条例第 15条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定める

ものは，認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 15条第１項に規定する家屋若しくは償却資産のうち規則で定めるも

のは，前項に規定する施設に係る部分とする。  

３  条例第 15条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２

の項 (1)から (7)まで，６の項 (1)から (6)まで，７の項 (2)から (4)まで及び (7)（ (7)にあっ



ては， (2)から (4)までに掲げる事業に類するものに限る。）並びに９の項 (1)から

(3)までに掲げる事業とする。  

（条例第 16条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第６条  条例第 16条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定める

ものは，認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 16条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，

前項に規定する施設に係る部分とする。  

３  条例第 16条第１項第１号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいず

れにも該当するものとする。  

(1) 条例第 16条第１項第１号に規定する当該認定事業者が既に実施している  

別の認定事業計画又は同項第２号に規定する当該認定事業者が認定を受け  

たことのある別の認定事業計画に係る認定事業を５年以上継続して実施し  

ていること。  

(2)  当該認定事業者が，先端的な技術を用い，科学技術の振興及び産業競争

力の強化に著しく資する事業計画を実施していると認められること。  

(3)  前項に規定する償却資産であって，その取得に係る経費が 100億円以上で  

あること。  

（条例第 18条に規定する規則で定めるもの）  

第７条  条例第 18条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定める

ものは，認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

２  条例第 18条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２

の項 (1)から (7)まで，６の項 (1)から (6)まで，７の項 (2)から (4)まで及び (7)（ (7)にあっ

ては， (2)から (4)までに掲げる事業に類するものに限る。）並びに９ の項 (1)から

(3)までに掲げる事業とする。  

３  条例第 18条第２項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるもの

は，認定事業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。  

（条例第 18条第１項及び第２項の規定に基づく算定における端数の処理）  

第８条  次に掲げる額に 100円未満の端数があるときは，これを 100円に切り上

げるものとする。  



(1)  条例第 18条第１項の規定により資産割額から控除される金額  

(2)  条例第 18条第２項の規定により資産割額から控除される金額  

（条例第 19条の規定による申告書等）  

第９条  条例第 19条の規定による申告書の様式は，次の各号に掲げる区分に応

じ，それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。  

(1) 条例第 15条第１項又は第 16条第１項の規定の適用を受けようとする者に

係る申告書  様式第２号及び様式第２号の２  

(2)  条例第 18条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者に係る申  

告書  様式第２号の３  

２  前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければなら

ない。  

（条例第 21条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第 10条  条例第 21条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定

めるものは，認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される

施設とする。  

２  条例第 21条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，

前項に規定する施設に係る部分とする。  

３  条例第 21条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２

の項 (1)から (7)まで，６の項 (1)から (6)まで，７の項 (2)から (4)まで及び (7)（ (7)にあっ

ては， (2)から (4)までに掲げる事業に類するものに限る。）並びに９ の項 (1)から

(3)までに掲げる事業とする。  

（条例第 22条第１項に規定する規則で定めるもの）  

第 11条  条例第 22条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定

めるものは，認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される

施設とする。  

２  条例第 22条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，

前項に規定する施設に係る部分とする。  

３   条例第 22条第１項第１号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいず

れにも該当するものとする。  



(1)  条例第 22条第１項第１号に規定する当該認定国際経済事業者が既に実施

している別の認定国際経済事業計画又は同項第２号に規定する当該認定国

際経済事業者が認定を受けたことのある別の認定国際経済事業計画に係る

国際経済事業を５年以上継続して実施していること。  

(2)  当該認定国際経済事業者が，先端的な技術を用い，科学技術の振興及び

産業競争力の強化に著しく資する国際経済事業計画を実施していると認め

られること。  

(3)  前項に規定する償却資産であって，その取得に係る経費が 100億円以上で

あること。  

（条例第 23条の規定による申告書等）  

第 12条  条例第 23条の規定による申告書の様式は，様式第２号及び様式第２号

の２によるものとする。  

２  前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければなら

ない。  

第４章  雑則  

（立入検査証）  

第 13条  条例第 35条第３項に規定する身分を示す証明書は，様式第３号による

ものとする。  

（施行細目の委任）  

第 14条  この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。  

  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は，令和２年４月１日から施行する。  

（この規則の失効）  

２  この規則は，令和８年３月 31日限り，その効力を失う。  

（失効に伴う経過措置）  

３  前項の規定にかかわらず，条例附則第３項に規定する固定資産税及び都市

計画税並びに事業所税については，この規則は，前項の規定による失効の時

以後も，なおその効力を有する。  



４  第２項の規定にかかわらず，条例附則第８項の規定によりなお効力を有す

るものとされる条例第７条第４項及び条例第 35条第１項の規定による立入検

査については，第 13条及び様式第３号の規定は，第２項の規定による失効の

時以後も，なおその効力を有する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係）

年 月 日

平方 平方

ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ

平方 平方

ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ

認定年月日及び認定番号の欄には，条例第３条第１項の規定による認定を受けた年月日及び番号を記載
すること。

４

年 度 固 定 資 産 税 及 び 都 市 計 画 税 不 均 一 課 税 適 用 申 告 書

そ の 名 称 事務担当者

法 人 の 代 表 の 所 属

者 の 氏 名 及 び 氏 名

　　神戸市長　宛

申
告
者

住 所 電話 　　　　-　　　　-

氏 名

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（以下「条例」という。）

に係る

家屋

家屋の敷地である土地 について，条例第10条の規定により

家屋及びこれらの敷地である土地

  第３条第１項の認定を受けたオフィスビル事業計画に係るオフィスビル事業

法人に あっ ては

は 法 人 番 号 電話 　　　　-　　　　-

個 人 番 号 又

　次のとおり申告します。

受けようとする
認定年月日 認定番号

不均一課税の内容

１/２控除・３年間
日

１/２控除・５年間

家
 
 

屋

所 在 地
家屋
番号

種類 構造 延べ床面積 適用対象部分

地目 面積

備 考
１ 申告の内容に応じ，不要の文字を抹消すること。
２ 家屋又は土地の項は，申告する固定資産の種類に応じて記載すること。

月年 月 日

完成年月日

添付すること。

３

完成年月日の欄には，条例第７条第２項の規定により届出をした書面と同一の日を記載すること。
５ 適用対象部分の欄には，条例第９条第１項の規定の適用を受けようとする家屋又は土地の全部又は一部

に係る面積を記載すること。

適用対象部分

６ 条例第３条第１項の規定による認定を受けたことを証明する書類その他市長が必要があると認める書類を

土
 

地

所 在 地 地番

年

受付印



様式第２号（第９条，第12条関係）

年 月 日

） 年 月 日 年 月 日

平方 平方

ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ

円 円 円

平方 平方

ﾒｰﾄﾙ ﾒｰﾄﾙ

認定年月日及び認定番号の欄には，条例第12条第１項又は第20条第１項の規定による認定を受けた
年月日及び番号を記載すること。

があると認める書類を添付すること。

適用を受けようとする家屋又は土地の全部又は一部に係る面積を記載すること。
６ 償却資産について申告する場合には，様式第２号の２による償却資産種類別明細書を添付して提出す
ること。

７ 条例第12条第１項又は第20条第１項の規定による認定を受けたことを証明する書類その他市長が必要

事業開始年月日の欄には，条例第34条の規定による届出と同一の日を記載すること。
５ 適用対象部分の欄には，条例第15条第１項，第16条第１項，第21条第１項又は第22条第１項の規定の

備 考
１ 申告の内容に応じ，不要の文字を抹消すること。
２ 家屋，償却資産又は土地の項は，申告する固定資産の種類に応じて記載すること。

土
 
地

所 在 地 地番 地目 面積 適用対象部分

４

評 価 額 課 税 標 準 額

３

特 定 事 業 ， 中 核 事 業 若 し く は 特 例 中 核 事
認 定 年 月 日 認 定 番 号 事業開始年月日

適用対象部分

業 又 は 国 際 経 済 事 業 の 該 当 の 規 定

条 例 別 表 第 １ の 項 （

１/２控除・３年間

不均一課税の内容 ２/３控除・10年間 １/２控除・10年間

家
 
 
屋

所 在 地
家屋
番号

種類 構造 延べ床面積

償
却
資
産

適用対象資産の所在地 数量 取 得 価 額

次のとおり申告します。

受 け よ う と す る ２/３控除・５年間 １/２控除・５年間

用に供する

家 屋 又 は 償 却 資 産
第 19条

の規定により家屋又は償却資産の敷地である土地 について ,条例
第 23条

家屋又は償却資産及びこれらの敷地である土地

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（以下「条例」という。)

認定特定事業計画に係る特定事業に係る施設

の
第12条

第１項の認定を受けた
認定中核事業計画に係る中核事業に係る施設

第20条 認定特例中核事業計画に係る特例中核事業に係る施設

認定国際経済事業計画に係る国際経済事業に係る施設

法人にあっては

は 法 人 番 号 電話 　　　　-　　　　-

個 人 番 号 又

年度 固定資産税及び都市計画税不均一課税適用申告書

そ の 名 称 事務担当者

法 人 の 代 表 の 所 属

者 の 氏 名 及び氏名

　　神戸市長　宛

申
告
者

住 所 電話 　　　　-　　　　-

氏 名

受付印



様式第２号の２（第９条，第12条関係）

○○
年度 資 産 の 種 類

1 構 築 物

2 機 械 及 び 装 置

3 船 舶

4 航 空 機

5 車 両 及 び 運 搬 具

6 工具，器具及び備品

合 計

元
号

年 月 コード

01 １･２

02 １･２

03 １･２

04 １･２

05 １･２

06 １･２

07 １･２

08 １･２

09 １･２

10 １･２

11 １･２

12 １･２

13 １･２

14 １･２

15 １･２

小 計

（　　　　　　　　　枚のうち　　　　　　　　枚目）

償 却 資 産 種 類 別 明 細 書

増加事由の欄には，１新品取得，２中古取得のいずれかに○印をつけること。注意

申告者の
氏名または名称

所有者コード

課 税 標 準
の 特 例

課税標準額(円)

増

加

事

由

摘要

数　　量

率

取 得 価 額 ( 円 ) 評 価 額 ( 円 ) 課 税 標 準 額 ( 円 )

行

番

号

資
産
の
種
類

数

量

資 産 の 名 称 等資産コード

耐

用

年

数

減
価
残
存
率

価額(円)

取得年月

取得価額(円)



様式第２号の３（第９条関係）

年

年 月 年 月

年 月 日

③ 2

12 3

１　認定年月日及び認定番号の項には，条例第12条第１項の規定による認定を受けた年月日及び番号を記載すること。
２　条例第12条第１項の規定による認定を受けたことを証明する書類その他市長が必要があると認める書類を添付すること。

特例中核事業（２/３控除･10年） 特例中核事業（１/２控除･10年）

専用床面積①

共用床面積② 月月　数　　③

年 月 日まで

月事 業 所 等 を

使用した期間

年

備考

中核事業（１/２控除・５年）

事業所床面積（①＋②）

日月

神戸市長　宛 日から 日まで

者 の 氏 名
支
店

〒 -

中核事業（２/３控除・５年）

-　　　-

日から

事務担当
者の所属
及び氏名

認定中核事業計画に係る中核事業

電話 -　　　-

けようとす

る事業所等

認定年月日

面 積 又 は 金 額
平方
メー
トル

平方
メー
トル

）

事業年度又は課税期間

の項（条 例 別 表 第 １

認定特例中核事業計画に係る特例中核事業

法 人 番 号

〒氏 名
法 人 に あ っ て は

そ の 名 称

に係る施設に係る事業所等において行う事業について，条例第19条の規定により次のとおり申告します。

電話

③
×600円×

2

1
)　 

平方
メー
トル

　　十億　百万　千　　円

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（以下「条例」という。）第12条第１項の認定を受けた

に 関 す る

事 項

×600円×

法人の代表

不均一課税

の適用を受

（④×

条例第18条第１項又は第２項の規定により資産割額から控除される金額（100円

未満の端数があるときは，その端数金額を切り上げる。）

条例第18条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする部分の床面積 ④

課税標準となる事業所床面積

事 項

平方
メー
トル
平方
メー
トル

本
店住　所

及　び
所在地

)　 (④×
12

受 け よ う と す る

不 均 一 課 税 の 内 容

該 当 の 規 定

備 考

中核事業（１/２控除・３年）

特例中核事業（１/２控除･３年）

認定番号

所 在 地
事業所用家屋の所有者の

住所及び氏名又は名称

　事業所税（資産割）不均一課税適用申告書

- 電話 -　　　-

整理番号

受付



様式第３号（第 13 条関係) 

                 （表） 

第     号 

 

 

立入検査証 

 

 

      所属及び氏名 

 

 

 上記の者は，神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例第35条第

１項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

 

神戸市長          印    

 

年  月  日交付   

有効期限    年  月  日     

5.5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

９センチメートル 
  

 

                 （裏） 

 

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例 抜粋 

 （報告の徴収等） 

第35条 市長は，この条例における計画の認定に係る適正な審査又は事業の適正な実施を確保するた 

め必要があると認めるときは，当該計画の認定の審査に係る事項若しくは当該事業の実施の状況

 に関し必要な報告を求め，又はその職員に，次に掲げる場所に立ち入り，当該計画の認定の審査

 に係る事項若しくは当該事業の実施の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができ 

 る。 

( 1 ) 第３条，第５条，第６条，第12条，第13条又は第20条の認定に係る家屋，償却資産及び土地 

( 2 ) 第９条，第15条，第16条，第21条又は第22条の規定の適用を受ける家屋，償却資産及び土地 

( 3 )  第18条の規定の適用を受ける事業所等 

２ 前項の場合においては， オフィスビル認定事業者，認定事業者及び認定国際経済事業者は，こ

れに協力するものとする。 

３ 第１項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，かつ，関係人の請

求があるときは， 関係人にこれを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

５ 認定事業者及び認定国際経済事業者は，実施義務期間内においては，第１項に基づく調査に応 

じなければならない。 

 


